
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2017年 11月 1日の新制度開始から約 3 カ月が経過致しました。 

JCI産業文化協同組合では、第 1号となる、第３号技能実習生が（ややこしい 

ですが、組合で初めての 4年～5年目の在留資格を得た実習生の意味です。） 

2018年 1月 12日成田空港から再入国致しました。 

 これは、新制度開始後、日本で一番早い再入国ではないかと思われます。 

ご協力頂きました受入企業様・送り出し機関の皆様にも感謝申し上げます。 

 3号実習生第 1号の葛さんは、約 1年 8 カ月ぶりの実習再開に、若干 

緊張した様子ですが、再入国をとても喜んでいました。 

 葛さん、これから 2年間、更なる技能習得を目指して頑張ってください。 

 

 

   技技能能実実習習生生へへのの注注意意喚喚起起 

 2017年 12月 19日早朝、翌日に満期帰国を予定していた中国人技能実習生の宿舎に警察官が多数訪れ、 

中国人技能実習生が 1名、詐欺容疑で逮捕・連行される事案が発生しました。（その後起訴が確定） 

 具体的な事件の詳細はまだ分かっておりませんが、彼はスマホで広告を見て、自らの預金通帳とキャッシュカードを 

3万円で見ず知らずの人間に譲り渡し、その口座がネットバンキングの不正送金事件で利用された事が 

今回の逮捕の原因のようです。 

 入国前の送出し機関による教育や、入国後の組合講習、巡回時の声掛け等で、 

再三再四に渡り、実習生には口座売買は犯罪であることの注意をしておりましたが、 

残念な事に、目先のお金を得るためだったり、言葉巧みな誘いに騙されるなどする 

実習生がおります。本紙裏面に実習生に対する注意文書を記載致しますので、 

（中国語・ベトナム語・カンボジア語）該当実習生のいらっしゃる企業様は、実習生へコピーを配布下さい。 

 

   

                                        1月 20日（土）～21日（日） 

                                        組合員企業 14社 48名の実習生 

                                       が、栃木県小山市のわたらせ技能講習 

                                       センタにおいて、ガス溶接技能講習に 

                                       参加し、全員無事に資格を取得する事 

                                       ができました。技能講習受講にご賛同 

                                       いただき、当日の送迎等ご協力いただい                         

                                       た企業の皆様に感謝申し上げます！！ 
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再入国した葛さん 

 

  


